
第二十二条　削除

第二十三条　削除

（都道府県の補助）
第二十四条　都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定
により支弁する費用については、その四分の一以内（居住地を有しないか、又は明らか
でない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用につ
いては、その二分の一以内）を補助することができる。
２　都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村又は社会福祉法人に対し、老人の福
祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

（準用規定）
第二十五条　社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、前条の規定により補
助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法（昭和二十七年法律第二百十九号）第二条
第二項第四号の規定若しくは同法第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通
財産の譲渡若しくは貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

（国の補助）
第二十六条　国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により
支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。
２　国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老
人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。

（遺留金品の処分）
第二十七条　市町村は、第十一条第二項の規定により葬祭の措置を採る場合においては、
その死者の遺留の金銭及び有価証券を当該措置に要する費用に充て、なお足りないとき
は、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。
２　市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に他の債権者の先取特権に対し
て優先権を有する。

（費用の徴収）
第二十八条　第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、
これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者（民法（明治二十
九年法律第八十九号）に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）から、その負担能力に
応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
２　前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村
に嘱託することができる。

第四章の二　有料老人ホーム

（届出等）
第二十九条　有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事
の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの（以下
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「介護等」という。）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与をす
ることを約する場合を含む。第十三項を除き、以下この条において同じ。）をする事業
を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居そ
の他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者
は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる
事項を届け出なければならない。
一　施設の名称及び設置予定地
二　設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三　その他厚生労働省令で定める事項
２　前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたとき
は、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
３　第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするとき
は、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。
４　都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当
該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければなら
ない。
５　市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料
老人ホーム（高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第七
条第五項に規定する登録住宅を除く。）を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該
有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとす
る。
６　有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定
めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
７　有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホー
ムに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与を
する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければな
らない。
８　有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の
供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金その他の金品を受領してはならな
い。
９　有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令
で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算
定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に
備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
１０　有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当
該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日まで
の間に、当該入居及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終
了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除
した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。
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１１　有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報（有料
老人ホームにおいて供与をする介護等の内容及び有料老人ホームの運営状況に関する情
報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行
うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を、厚生労働省令で定
めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなけれ
ばならない。
１２　都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告され
た事項を公表しなければならない。
１３　都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しく
は管理者若しくは設置者から介護等の供与（将来において供与をすることを含む。）を
委託された者（以下「介護等受託者」という。）に対して、その運営の状況に関する事
項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、
若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち
入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
１４　第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について
準用する。
１５　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反
したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の
利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認める
ときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。
１６　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法
律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場
合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対し
て、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
１７　都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければ
ならない。
１８　都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定（地域密着型特定施
設入居者生活介護の指定に係るものに限る。）を受けた有料老人ホームの設置者に対し
て第十六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町
村長に通知しなければならない。
１９　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定による命令を受けたと
き、その他入居者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るため必要があると認めると
きは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言その他の援
助を行うように努めるものとする。

（有料老人ホーム協会）
第三十条　その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老
人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを
目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員（以下この章において「会員」とい
う。）とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
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２　前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
３　第一項に規定する一般社団法人（以下「協会」という。）は、成立したときは、成立
の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働
大臣に届け出なければならない。
４　協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

（名称の使用制限）
第三十一条　協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはな
らない。
２　協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用い
てはならない。

（協会の業務）
第三十一条の二　協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一　有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるた
めの会員に対する指導、勧告その他の業務
二　会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保
護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他の業務
三　会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四　有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五　有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
２　協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設
備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認める
ときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求
めることができる。
３　会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、こ
れを拒んではならない。

（監督）
第三十一条の三　協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
２　厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要がある
と認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

（厚生労働大臣に対する協力）
第三十一条の四　厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令
の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会
に協力させることができる。

（立入検査等）
第三十一条の五　厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対
して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員
に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財
産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
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２　第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準
用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一
項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。

第五章　雑則

（審判の請求）
第三十二条　市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要がある
と認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条
第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請
求をすることができる。

（後見等に係る体制の整備等）
第三十二条の二　市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民
法に規定する後見、保佐及び補助（以下「後見等」という。）の業務を適正に行うこと
ができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うこと
ができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い。
２　都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及
び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努
めなければならない。

（町村の一部事務組合等）
第三十三条　町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、
この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町
村とみなす。

（大都市等の特例）
第三十四条　この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるもの
は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都
市（以下「指定都市」という。）及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以
下「中核市」という。）においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市
（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合においては、この法
律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があ
るものとする。

（緊急時における厚生労働大臣の事務執行）
第三十四条の二　第十八条第二項及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に
属するものとされている事務（同項の規定による認可の取消しを除く。）又は第二十九
条第十三項、第十五項及び第十六項の規定により都道府県知事の権限に属するものとさ
れている事務は、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は有料老人ホームの入
居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働
大臣又は都道府県知事が行うものとする。
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２　前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定（当該事務に係る
もの（第十九条第二項を除く。）に限る。）は、厚生労働大臣に関する規定として厚生
労働大臣に適用があるものとする。
３　第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相
互に密接な連携の下に行うものとする。

（日本赤十字社）
第三十五条　日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。

（調査の嘱託及び報告の請求）
第三十六条　市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、
若しくは受けようとする老人又はその扶養義務者の資産又は収入の状況につき、官公署
に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人若しくはその扶養義務者、その雇主そ
の他の関係人に報告を求めることができる。

（実施命令）
第三十七条　この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続
その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第六章　罰則

第三十八条　第二十条の七の二第二項の規定又は第二十九条第十六項の規定による命令に
違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に
処する。

第三十九条　第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場
合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第四十条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円
以下の罰金に処する。
一　第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二　第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規
定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三　第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という
文字を用いたとき。
四　第三十一条の五第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽
の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせ
ず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したとき。

第四十一条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その
法人又は人の業務に関し、第三十八条（第二十九条第十六項に係る部分に限る。）又は
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前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各
本条の罰金刑を科する。

第四十二条　次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一　第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二　第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
三　第三十一条の三第二項の命令に違反した者

第四十三条　次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一　第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字
を用いた者
二　第十条の四第一項又は第十一条の規定による措置を受けた老人又はその扶養義務者
であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告
をしたもの

附　則

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定め
る日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第四
十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が
公示され、又は告示される選挙から適用する。

（経過規定）
第二条　この法律の施行の際現にこの法律による改正前の生活保護法第三十条第一項ただ
し書の規定により同法の規定による養老施設に収容されている者は、第十一条第一項第
二号の措置を受けて収容されている者とみなす。

第三条　この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の生活保護法の規定による
養老施設は、この法律の規定により設置した養護老人ホームとみなす。

第四条　この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法（昭和三十三年法
律第百四十二号）第二条の規定によりこの法律による改正前の生活保護法の規定による
養老施設の用に供するため国が無償で貸し付けている普通財産を、引き続き地方公共団
体において第十四条に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの用に供す
る場合又は社会福祉法人においてこれらの施設の用に供する場合においては、当分の
間、これらの施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条第一号に掲げる施設と
みなす。

第五条　この法律の施行の際現に存する有料老人ホームの設置者は、この法律の施行の日
から一箇月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、第二十九条第一項各号に掲げ
る事項を届け出なければならない。

（社会福祉法附則第七項に関する特例）
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